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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年12月7日(2017.12.7)

【公開番号】特開2017-183671(P2017-183671A)
【公開日】平成29年10月5日(2017.10.5)
【年通号数】公開・登録公報2017-038
【出願番号】特願2016-73350(P2016-73350)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   9/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  15/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    9/00     　　　Ｗ
   Ｂ３２Ｂ   15/08     　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成29年10月23日(2017.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　少なくとも二枚の金属箔が樹脂層を介して密着積層された構造を有する電磁波シールド
材であって、
　樹脂層を構成する樹脂は１５０℃において降伏点をもたず、
　電磁波シールド材を構成する金属箔と樹脂層のすべての組み合わせが下記の式（Ａ）を
満たし、
式（Ａ）：σM×ｄM×ｄR≧３×１０-3

σM：金属箔の２０℃における導電率（Ｓ／ｍ）
ｄM：金属箔の厚み（ｍ）
ｄR：樹脂層の厚み（ｍ）
　電磁波シールド材を構成する樹脂層の数をｉ、金属箔の枚数をｊとすると、下記の式（
Ｂ）を満たし、
【数１】

ｄRa：ａ枚目の樹脂層の厚さ（μｍ）
ｆRa：ａ枚目の樹脂層の１５０℃、引張歪４％における応力（ＭＰａ）
ｄMb：ｂ枚目の金属箔厚さ（μｍ）
ｆMb：ｂ枚目の金属箔の１５０℃、引張歪４％における応力（ＭＰａ）
　更に、電磁波シールド材を構成する金属箔の枚数をｊとすると、１枚目からｊ枚目まで
のすべての金属箔について下記の式（Ｃ）を満たす電磁波シールド材。
式（Ｃ）：｛（ｄRb1×ｆRb1）＋（ｄRb2×ｆRb2）｝／（ｄMb×ｆMb）≧０．８
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ｂ：１からｊまでの整数
ｄRb1：ｂ枚目の金属箔の一方の表面に隣接する樹脂層の厚さ（μｍ）
ｆRb1：ｂ枚目の金属箔の一方の表面に隣接する樹脂層の１５０℃、引張歪４％における
応力（ＭＰａ）
ｄRb2：ｂ枚目の金属箔の他方の表面に隣接する樹脂層の厚さ（μｍ）
ｆRb2：ｂ枚目の金属箔の他方の表面に隣接する樹脂層の１５０℃、引張歪４％における
応力（ＭＰａ）
ｄMb：ｂ枚目の金属箔厚さ（μｍ）
ｆMb：ｂ枚目の金属箔の１５０℃、引張歪４％における応力（ＭＰａ）
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　従って、本発明は一側面において、少なくとも二枚の金属箔が樹脂層を介して密着積層
された構造を有する電磁波シールド材であって、
　樹脂層を構成する樹脂は１５０℃において降伏点をもたず、
　電磁波シールド材を構成する金属箔と樹脂層のすべての組み合わせが下記の式（Ａ）を
満たし、
式（Ａ）：σM×ｄM×ｄR≧３×１０-3

σM：金属箔の２０℃における導電率（Ｓ／ｍ）
ｄM：金属箔の厚み（ｍ）
ｄR：樹脂層の厚み（ｍ）
　電磁波シールド材を構成する樹脂層の数をｉ、金属箔の枚数をｊとすると、下記の式（
Ｂ）を満たし、
【数１】

ｄRa：ａ枚目の樹脂層の厚さ（μｍ）
ｆRa：ａ枚目の樹脂層の１５０℃、引張歪４％における応力（ＭＰａ）
ｄMb：ｂ枚目の金属箔厚さ（μｍ）
ｆMb：ｂ枚目の金属箔の１５０℃、引張歪４％における応力（ＭＰａ）
　更に、電磁波シールド材を構成する金属箔の枚数をｊとすると、１枚目からｊ枚目まで
のすべての金属箔について下記の式（Ｃ）を満たす電磁波シールド材である。
式（Ｃ）：｛（ｄRb1×ｆRb1）＋（ｄRb2×ｆRb2）｝／（ｄMb×ｆMb）≧０．８
ｂ：１からｊまでの整数
ｄRb1：ｂ枚目の金属箔の一方の表面に隣接する樹脂層の厚さ（μｍ）
ｆRb1：ｂ枚目の金属箔の一方の表面に隣接する樹脂層の１５０℃、引張歪４％における
応力（ＭＰａ）
ｄRb2：ｂ枚目の金属箔の他方の表面に隣接する樹脂層の厚さ（μｍ）
ｆRb2：ｂ枚目の金属箔の他方の表面に隣接する樹脂層の１５０℃、引張歪４％における
応力（ＭＰａ）
ｄMb：ｂ枚目の金属箔厚さ（μｍ）
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ｆMb：ｂ枚目の金属箔の１５０℃、引張歪４％における応力（ＭＰａ）
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　また、樹脂層による金属箔のサポート性能を高めて成形加工性を向上する観点からは、
成形加工が行われる高温領域における両者の強度バランスが重要である。実験的に１５０
℃において、樹層全体の単位幅当たりの強度（（ｄR1×ｆR1）＋（ｄR2×ｆR2）＋・・・
）を、金属箔全体の単位幅当たりの強度（（ｄM1×ｆM1）＋（ｄM2×ｆM2）＋・・・）で
除した値が０．８以上であると延性は良好である。つまり、電磁波シールド材を構成する
樹脂層の数をｉ、金属箔の枚数をｊとすると、以下の式（B）を満たすことが好ましい。
【数９】

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　Σ（ｄRa×ｆRa）／Σ（ｄMb×ｆMb）は、１．０以上であることが好ましく、１．５以
上であることがより好ましく、２．０以上であることが更により好ましい。一方、Σ（ｄ

Ra×ｆRa）／Σ（ｄMb×ｆMb）は、必要以上に樹脂層が厚い、または高強度になると柔軟
性がなくなり、加工性が低下することから、６．０以下であることが好ましく、５．０以
下であることがより好ましく、４．５以下であることが更により好ましい。
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